人員輸送用車両の安全管理要項
 eq \o\ad(目的,　　　　)
本要領は、最近作業員輸送用自動車による重大災害が多発しているので、これの防止をはかることを目的とする。

1.　一般事項
(1)　作業員を自動車で輸送する場合は、常に人命尊重の立場から、交通法令その他の規定を守り、安全管理に努めること。
(2)　安全運転管理者・副安全運転管理者又はこれに準ずる者は、安全な運転に必要な運行の管理運転者の管理、車両の管理等の職務を確実に行うこと。
(3)　事業主及び安全運転管理者・副安全運転管理者又はこれに準ずる者は、車両の点検及び整備等について、常に整備管理者又はこれに準ずる者と密接に連携して行ない、車両の保守に努めること。

2.　運行に関する事項
(1)　事業主は、道路の障害、交通事情等について実態の把握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、道路管理者にその旨を連絡するとともに、その状況及び迂回路その他必要事項を運転者に知らせ、併せて必要な指示を与えること。
(2)　作業員輸送用自動車の運転は、事業主が指名した運転手に運転させるとともに車内にその氏名を掲示すること。
(3)　事業主は運転距離、道路事情、交通事情を考慮し、十分時間的な余裕をみて運転させること。
(4)　事業主は自動車の誘導等の必要のある場合を考慮し、予め訓練した助手又は誘導者を同乗させること。
(5)　事業主又は安全運転管理者・副安全運転管理者は、運転開始前には、運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、とくに疾病・疲労・飲酒等により安全な運転ができないと認められる運転者は、乗務させないこと。
(6)　事業主は運転者ごとに自動車の運転開始及び終了の日時、運転した距離等を運転日報に記録させ運転の状況を確認すること。

3.　運転者に関する事項
(1)　運転者の指名にあたっては、次の事項に留意すること。
イ　使用予定の車種に適した免許を有するものであること。
ロ　免許取得後の運転経験年数、年令、人柄、過去の経歴等を考慮すること。
(注、経験年数の短いもの、年令の若いものの運転した場合に災害が多発している。)
ハ　健康状態が良好であること。

ニ　原則として常用の者をあてること。
(2)　運転経験のない車両に乗車させる場合は、予め必要な訓練を施すこと。
(3)　運転者の疲労を防止するために、時間外労働、休日労働又は過激な労働は極力避けること。
(4)　運転者の健康診断の結果または勤務中の態度動作等の観察によって、常に運転者の心身の状態を把握するとともに勤務外における生活態度にも留意し、運転者の健康管理に努めること。
(5)　運転者には、安全運転のために次の事項を守らせること。
イ　飲酒、過労。睡眠不足のときは、運転をしないこと。
ロ　車の機能を必ず確かめてから出発すること。
ハ　乗車定員を必ず守ること。
ニ　不案内な道は、運転する前に確かめること。
ホ　正しい姿勢で運転すること。
へ　制限速度を必ず守ること。
ト　走行中は、前車との間に安全な距離を保つこと。
チ　無理な追越をしないこと。
リ　狭い道路で対向車を避けるときや大雨の後などは、路肩に注意し、必要に応じて乗車人員を一時下車させ車両の重量を軽減して通過するなどの措置をとること。
ヌ　下り坂、悪い路などでは徐行すること。
ル　踏切では必ず、一旦停止し確かめること。
ヲ　車両の通行区分を守ること。
ワ　交差点では他の車両の運行を確かめること。
カ　他の者には運転させないこと。
ヨ　停車するときはゆるやかにすること。

4.　自動車に関する事項

(1)　作業員の輸送のための自動車は、原則としてバス、マイクロバスなど乗用自動車を使用すること。
(2)　やむを得ず貨物自動車の荷台に乗車させるときは、必ず警察署長の荷台乗車許可を受けること。荷台乗車を行なうときには、天蓋及び座席を設け乗車人員が動揺・衝撃等によって転落または転倒しないようにすること。
(3)　乗車定員を明示しこれを守ること。
(4)　整備管理者又はこれに準ずる者は自動車の定期点検を行ない、始業点検の結果について報告を行なわせる等自動車の整備状況を常に把握し機能の保持に努めること。
(5)　始業点検は、次によってその自動車の運転者に行わせること。
イ　運転開始前に行なうこと。
ロ　始業点検表等により行ない、その結果を記録すること。
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